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第３回 足立区学校開放事業審議会 会議録 

 

  

会 議 名 第３回足立区学校開放事業審議会 

事 務 局 生涯学習支援室 スポーツ振興課 

開催年月日 令和８年１月３０日（月） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時１１分 

開 催 場 所 足立区役所 ６階 教育委員会室 

出 席 者 

二宮 雅也 委員 吉野 美一 委員 山口 美郁 委員 

村松 治 委員 浅香 英典 委員 羽住 敏久 委員 

飯ケ谷 美惠 委員 石澤 美也子 委員 小川 芙美子 委員 

山﨑 弘孝 委員 へんみ 圭二 委員 岡井 伴治 委員 

櫻井 悠夏 委員 田口 藍 委員 正岡 佳 委員 

事 務 局 

地域のちから推進部長 スポーツ振興課長 振興係長 

生涯スポーツ担当係長 学校開放制度改革担当係員  

会議次第 

１ 委員紹介 

２ 第２回審議会会議録の確認 

３ スマートロックに関する他自治体の状況報告 

４ オンライン予約システム導入自治体の教職員の状況報告 

５ 審議内容 

（１）登録要件の見直し 

（２）貸出単位の見直し 

６ 今後のスケジュールについて 

配付資料 

・資料１ 足立区学校開放事業審議会委員名簿 

・資料２ 第２回足立区学校開放事業審議会会議録（案） 

・資料３ 足立区学校開放事業説明資料 

そ の 他 
傍聴人：有・無 

その他の参加者：有・無 
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○原田課長 定刻となりましたので、ただい

まから、第３回「足立区学校開放事業審議会」

を開催させていただきます。 

 本日は、お忙しいところを御出席いただき

まして、誠にありがとうございます。 

 司会を務めさせていただきます、スポーツ

振興課長の原田でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。審議が始まるまでは私

が司会進行を務めさせていただきます。 

 本日、委員16名のうち15名にお越しいただ

いておりますので、定足数である過半数を満

たしており、本審議会は成立しております。 

 また、本審議会は条例で公開を原則として

おりまして、会議記録はホームページ等で公

開させていただきます。 

 会議記録を正確に作成するため、皆様の御

発言を録音させていただいております。御発

言いただく際には、御自分の所属の団体、お

名前をおっしゃっていただいてからの御発言

をお願いいたします。 

 なお、本日は傍聴の方はいらっしゃってお

りません。 

 また、公開はいたしませんけれども、記録

のため写真撮影等をさせていただく場合がご

ざいます。あらかじめ御了承ください。 

 それでは、次第の１番から進めさせていた

だきます。 

 本日から御出席いただきました委員の方を

御紹介させていただきます。資料の１番を御

覧ください。 

 お名前をお呼びいたしますので、恐れ入り

ますが一言いただければと思います。 

 江南中学校PTA会長、山口美郁様、よろし

くお願いいたします。 

○山口委員 遅れて参加になります。よろし

くお願いします。 

○原田課長 ありがとうございます。 

 なお、区議会議員、長谷川たかこ様におき

ましては、１月27日付で区議会議員の職を失

職されておりますので、本審議会委員の職か

らは解かれましたことをこちらで御報告させ

ていただきます。 

 続きまして、次第の２番に移らせていただ

きます。 

 第２回審議会会議録につきまして、先日、

郵送させていただきましたけれども、御自身

の御発言で訂正が必要な部分がございました

ら、この場で御発言をお願いいたします。 

 この場でなくても修正したい箇所がござい

ましたら、会長と相談して修正等は行います

ので、２月６日までに事務局まで御連絡をお

願いできればと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 続けさせていただきます。 

 ここから、二宮会長のほうに進行をお願い

したいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○二宮会長 皆さん、こんにちは。 

 学校開放は全国でもいろいろ注目されてい

るみたいで、私は部活動の地域展開に大分関

わっているのですけれども、その関係もあっ

て、民間のクラブ化したチームが使いたいと

いうところで、学校開放との連携がいろいろ

と進んでいると。ただ、今、学校では、体育

館が独立したタイプの体育館と校舎と一体型

の体育館があって、それによっても開放のシ

ステムが違うということもあるみたいで、い

ろいろ先々まで考えて審議しなければいけな

いなという形で把握しております。 

 また、今日も皆様の御協力をいただきなが

ら会議を進めてまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、「３ スマートロックに関する

他自治体の状況報告」「４ 教職員の負担軽

減状況報告」「５ 本日ご審議いただく内容」

「６ 今後のスケジュール」、それぞれ、３

番以降の内容につきまして事務局から御説明

いただきまして、途中でまた質疑を挟みなが

ら進めていきたいと思っております。それで

は、事務局、お願いいたします。 

○原田課長 承知いたしました。ここからは

私が御説明させていただきます。着座にて失

礼いたします。 

 お配りいたしましたパワーポイントの資料

を基に御説明させていただきたいと思ってお

ります。 

 まず、こちら、資料３「学校開放事業の制

度見直しに向けて」という資料のスライド１

枚目、「本日の次第」というところを御覧く

ださい。 

 まず、本日、１点目、前回の審議会で、ス

マートロックに関して他自治体の状況を調べ

てみてはどうかという御意見をいただいてお

りますので、こちらの状況報告をさせていた

だきます。 

 また、２点目、オンライン予約システムに

関しまして、導入自治体の教職員の負担の軽

減の状況など、他区の状況の御意見もいただ

いておりますので、こちらも御紹介させてい

ただきます。 

 ３点目です。こちらが本日の議題になりま

す。「登録要件の見直し」と「貸出単位の見
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直し」の２つに絞らせていただきまして御審

議をいただきたいと考えております。 

 ４点目、今後のスケジュールをお示しさせ

ていただきます。 

 なお、それぞれ項目ごとに御審議の時間を

取らせていただく予定でございますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、スライド、２ページ目を御覧

ください。 

 こちらは「スマートロックに関する他自治

体の状況」でございます。 

 前回、へんみ委員からも御教示いただきま

した神戸市の事例の御紹介でございます。 

 こちら、神戸市では、予約システムで利用

申請をすると、その都度、番号が変わるワン

タイムパスワードというものが発行されます。

利用開始時間に体育館のドアに設置されてい

るスマートロックのボタンにパスワードを入

力することでドアを開けることができるとい

う仕組みでございます。 

 また、体育館とは別に正門の鍵もあります

ので、予約した団体に対してはダイヤルキー

のパスワードも別途で送信しているというこ

とを伺っております。 

 お帰りいただく際には、施錠ボタンを押し

て退場していただくという流れでございます。 

 続きまして、スライド、３ページ目を御覧

ください。 

 足立区の施設の管理方法について、第１回

目の審議会でも御説明させていただいたとお

りではあるのですけれども、約７割の学校が

自主管理方式となっておりまして、利用者自

らが鍵を管理していただくという形でやらせ

ていただいております。 

 それ以外の３割につきましては、シルバー

人材センターと契約しまして、学校管理員の

方を配置しております。理由といたしまして

は、教室で活動する団体さんがいる場合とか、

体育館が校舎の中に直接つながっていたり、

利用者が一度校舎内に立ち入らなければいけ

ないという場合には、校舎の鍵を預けるとい

うのはなかなか難しいので、学校管理員を配

置しているという現状でございます。 

 こちら、タイプ１の自主管理方式につきま

しては、校舎内に利用者が立ち入らないため

に、利用者による鍵管理に加えてリモートロ

ックを導入するということが可能かなと考え

ております。 

 一方、タイプ２の学校管理者配置方式は、

利用者が校舎内に立ち入らなければなりませ

んので、管理員の配置というのが必須となっ

ております。したがって、リモートロック導

入のところは必要がない部分と考えていると

ころです。 

 以上の理由から、リモートロックを導入す

る場合は、自主管理方式の学校について導入

すべきかどうかという議論を行えればと考え

ております。 

 次に、スライド、４ページ目を御覧くださ

い。 

 現在の鍵の管理とスマートロックを導入し

た場合の比較表でございます。 

 費用に関しましては、現状維持の鍵管理の

場合、主に管理員配置校委託費というところ

で、年間１億1300万円程度の費用がかかって

おります。こちら、スマートロックを導入し

た場合、スマートロックの初年度費用をこち

らに追加しまして、合計で１億5500万円ほど

の見込みとなります。 

 スマートロックの導入費用につきましては、

施設管理に費用がかからない自主管理校での

導入ということになりますけれども、導入費

用自体は約4000万円かかりまして、維持管理、

毎年の管理費用として約200万円がかかる見

込みでございます。それに、管理員配置校に

ついて、従来どおりの配置員の委託料がかか

ってくるという状況でございます。 

 体育館を利用する際に、鍵の管理員の方が

体育館に来られない場合とか、今までは事前

に鍵を前もって受け渡しておくのが必要だっ

たのですけれども、スマートロックを導入す

れば、登録者がワンタイムパスワードをほか

の現地に直接行かれる方に連絡をすることで

開けることができるという利便性があると考

えております。 

 また、セキュリティの面では、スマートロ

ックを導入した場合、団体が鍵を管理する必

要がなくなるので、単純に鍵がなくなるリス

クというのが減ります。また、団体内でパス

コードの共有をすることで鍵の受け渡しも要

らなくなるということがございます。 

 また、入退室時の履歴から活動実態を把握

したり、そういったこともスマートロックで

はすることができます。 

 現状の維持のリスクとしては、鍵の複製に

よる侵入のリスクというのが残ります。 

 また、スマートロック導入後の懸念事項と

いたしましては、審議会の中でもシステムの

ところでお話がありましたけれども、高齢の

方が慣れるまでに開け閉めに不安があるとい

う方がいらっしゃるだろうというところとか、

あとは、お話を伺っていく中で、動作不良で
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不具合が年に数回ぐらいありまして、開かな

いで活動ができなくなってしまったというこ

とがあったと聞いております。 

 また、導入自治体さんが工夫していること

といたしまして、開け閉めに関して不安のあ

る高齢の方がいるということで、別途費用が

かかったりするのですけれども、コールセン

ターみたいなものを設置して、それで対応し

ているという自治体もあると伺っております。 

 また、利用者が限定的である学校につきま

しては、ワンタイムパスコードではなくて、

固定のパスコードを設定して導入していると

いうところもあると伺っております。 

 足立区といたしましては、スマートロック

導入が可能か、可否のところの審議会での御

意見を尊重させていただきつつ、教育委員会

や財政など内部のほうでの検討を進めさせて

いただきたいと思っております。また、他自

治体の状況も、引き続きお話を伺いながら進

めていきたいと思っております。 

 スマートロックに関する説明は以上でござ

います。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 それでは、スマートロックに関しまして御

意見等のある方はいらっしゃいますでしょう

か。御質問でも結構です。 

 お願いします。 

○岡井委員 委員の岡井です。 

 このスマートロックが使えるか使えないか

という学校の選別というのは、先ほど言って

いた、学校の施設に入らなくても使える人と

使えない人という違いですか。私が利用して

いるところはシルバーさんがいらっしゃるの

ですけれども、その学校は、校舎内に入らな

いと体育館とかそういうのが使えないと。 

○茂木部長 スマートロックのこの方式でや

るのは、要は、学校の校舎と分離して体育館

が別棟であるような形のところに導入という

ことで、今、想定して書いてあるものになり

ます。 

 どうしても校舎を通っていくというところ

になると、学校の機材だとか個人情報もあっ

たりするので、そこは管理員を置かざるを得

ないだろうということで、今、整理していま

す。 

○岡井委員 私が使っている学校も体育館は

独立しているのですけれども、シルバーさん

がいらっしゃるのです。その辺は。 

○茂木部長 学校によっても理由があるかも

しれないので、そこは確認しますが、ちなみ

にどちらの学校ですか。 

○岡井委員 栗原北小学校です。 

 もし、それがスマートロックになれば、こ

の人的な維持費も減らすことができますよね。

もう一度見直せば、このランニングコストや

何か、スマートロックと両方やると１億5000

万かかる、こちらを減らすことがもう一度検

証によってできるのであれば、よりコストを

下げられるのではないかなと思いました。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○飯ケ谷委員 スポーツ推進委員の飯ケ谷と

申します。 

 お伺いしたいのですが、スマートロックの

対応になると、それを管理する方は足立区の

ほうでやっていただけるのですよね。 

○原田課長 はい。 

○飯ケ谷委員 現在、私たちスポーツ推進委

員が各学校を担当して、申請書類や利用後の

報告書の取りまとめをしていますよね。そう

いうのは、スマートロックになるとしなくて

よいのでしょうか。 

○原田課長 そこまで細かい運用につきまし

ては、まだ決まっていないところではあるの

ですけれども、先ほどお話ししたような、ス

マートロックならではのオプションというか

追加というところはあるので、それがどこま

で使えるかというのは、入れるスマートロッ

クにもよると思いますし、もし、それで少し

でも負担が軽減できることがあれば積極的に

検討したいと思います。 

○茂木部長 ちょっとだけ補足すると、この

辺は細かく私どもも詰めてはいなくて、こう

いったことで答申いただければ、教育委員会

とも財政課とも合わせて細かく詰めていくこ

とになると思いますので、もしその辺、こう

したほうがいいという御要望があるのであれ

ば、ぜひ御意見を聞かせていただければ、今

後検討させていただきたいと思います。 

○飯ケ谷委員 今、私たち、足立区のスポー

ツ推進委員が各学校の担当になって会議を開

催するなどしています。あと、シルバーさん

が夜に来て鍵を閉めたりすることもあります

が、そこのトラブルが多くて、閉めてはいけ

ない日に閉めてしまったりということもあり

ます。そういったところで学校の先生にも御

迷惑をかけていることもあります。スマート

ロックなどになると楽は楽なのですが、私た

ちがやっている２か月に１回の会議もなくな

るし、書類を送ったり、いただいたりという

のも楽にはなるのですが、高齢者の件とかは
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心配だなというのはあります。 

 以上です。ありがとうございました。 

○茂木部長 御意見ありがとうございます。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○羽住委員 今、スポーツ推進委員の飯ケ谷

が申し上げたのですが、実際には、現状の自

主管理校の鍵管理が、ただ単にスマートロッ

クに変わるということなので、開放の会議が

どうなるとか、その辺はまだ今後の話なので

す。今のスマートロックの話は、鍵がスマー

トロック、スマホですか。それでやるという

ことの考え方だけなので、今のところ会議は

変わらないです。 

 あと、先ほど岡井委員からも話があったよ

うに、現状のシルバー委託費のこの１億1300

万について、これは、学校開放用につけてい

る金額ですよね。ですから、学校によっては

開放しているのだけれども、先生が来たりと

かそういうことで開けたりしているところも

あるので、先ほどの数字は、多分、この１億

1300万の数字の中には入っていないような気

がするのです。 

○原田課長 羽住委員がおっしゃるとおり、

学校開放のためにシルバーさんに来ていただ

く場合もありますし、教育活動としてシルバ

ーさんに来ていただく場合もあったりするの

で、今回、挙げさせていただいた金額は、あ

くまで学校開放でシルバーさんに来ていただ

いているものです。 

○茂木部長 金額自体は学校開放の金額です。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○山﨑委員 スポーツ協会の山﨑です。 

 直接の担当ではなくて分からないかもしれ

ないのですけれども、シルバーさんを入れて

いるのは、体育館が学校と一体型ですよね。

大体、今、新しい学校が統廃合とかで建つと、

ほとんど体育館は校舎と一体型になっている

と思います。そんなにはこれから新しい学校

は増えていかないと思うのですけれども、要

は、そういうのがどんどん増えていくと、せ

っかくこれを入れても逆の数字になっていっ

てしまうかなと思うので、その辺は、ここ20

年ぐらいはこれでいけるとか、そういうよう

な判断でよろしいのでしょうか。 

○原田課長 何年までこれを使うかというの

はまた検討が必要にはなりますが、基本的に、

導入については少しずつ始めたいと思ってい

ます。システムの話もそうですけれども、い

きなり全校でというわけではなく、少しずつ

始めたいと思っていまして、そこから何年使

えるかというのは、おっしゃるとおり、今後

の学校の統廃合にもよるかなと思います。 

○山﨑委員 ありがとうございます。 

○二宮会長 お願いします。 

○羽住委員 スポーツ推進委員、羽住です。 

 現行の鍵、体育館に入るためにはセコムの

カードキーということになっていますけれど

も、それとは連動はさせないで、単純にこの

スマートロックに切り替えるという方向で考

えてよろしいのでしょうか。 

○茂木部長 これは、検討材料としての話で

出していて、今、こちらに切り替えるかどう

かという結論は、まだ私どもでは出せません。

あくまでも答申で、皆様からの意見が区長に

上がった後、教育委員会と財政課と交えて正

式に入れるかどうかは話し合いますので、そ

の段階で、また細かいことは検討させてもら

えればと思います。申し訳ありません。そこ

はまだ検討できていません。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。山口

委員。 

  

○山口委員 江南中PTAの山口です。 

 スマートロックの機能について１個だけ聞

きたいと思ったのですけれども、ワンタイム

パスワードと固定のパスワード、両方を同時

に運用できるということでいいですか。 

○原田課長 いえ。固定のパスワードを使っ

ている自治体さんもいらっしゃるという御紹

介はさせていただきましたけれども、今、提

案させていただいたのはワンタイムです。毎

回変わるものになります。そのときに使う団

体のためにパスワードが来て、時間になった

ら使えなくなるものです。 

○山口委員 例えば、PTAなどだと開放団体

としてもですけれども、PTAの開放団体とし

て登録している団体と、あと、PTAとして使

いたいときに学校側に直接やり取りをする、

その場合は区役所のほうを通さないと思うの

です。そうなったときに、固定のパスワード

というのが学校側に渡されるというようにし

て、システムの中でワンタイムパスワードと

固定のパスワードというのが同時に運用でき

て、開放団体にはワンタイムと決まっていて、

学校側だったり私たちPTAだったりというの

は、固定のパスワードで運用するということ

が可能なのかというのが知りたかったのです。 

○原田課長 繰り返しになりますけれども、

詳細が決まっていないところがあるので、た

だ、一方で、教育活動で使う場所というのが
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あるので、もちろん学校に御迷惑がかからな

いという前提で、どういう運用がいいかとい

うのは決まったら考えていきたいと思ってい

ます。 

○山口委員 分かりました。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ、お願いします。 

○へんみ委員 神戸の事例も調べていただい

たのですけれども、これは実際に神戸のほう

には、運用している中でどうなのかというの

は聞き取りなどはされたのでしょうか。 

○栗原係長 前回担当していた学校開放担当

の永瀬係長のほうから調査については引き継

いでおりまして、実際に伺ってというところ

までは確認が取れておりません。申し訳あり

ません。 

○へんみ委員 神戸に行く必要はないと思う

のですけれども、例えば、スマートロックを

導入する自治体がほかにもいろいろあります

から、実際に話を直接電話ででも聞いてみて、

それで、導入した結果がどうなったのかとか、

運用上のメリット・デメリットというのは、

今やっているところに聞くというのが一番早

いのかなと思いますから、そこも聞いていた

だいた上で、導入すべきかどうかというのは

議論できるといいのかなと思います。 

 以上です。 

○栗原係長 承知しました。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 スマートロックは確かに全国で進んでいる

ところもあります。一方で、旧方式をとって

いるところもあります。また、ここに書いて

いないですけれども、コンビニエンスストア

活用の方式もあります。ですから、第三の道

といいますかほかの方法もあるのではないか

と思いますので、組み合わせるという手もあ

るのかなと。足立区の土地柄とかいろいろな

もの、便利さを追求しながらうまく道を見つ

けていくと、費用も削減になって効果も高ま

るのかなと。 

 また、シルバーさんの話については、多分、

他部署では、一方で高齢者の活躍の場をつく

っていくというディスカッションもあります

ので、こちらがこう出したからといって一方

的にオーケーとはならない可能性もあったり

しますので、いろいろとバランスよく区とし

て考えなくてはいけないのかなと聞いていて

思いました。ありがとうございます。 

 それでは、スライドの次の部分です。説明

をお願いいたします。 

○原田課長 続きまして、スライド、５ペー

ジ目を御覧ください。 

 こちらはオンライン予約システムの導入５

区の状況につきましてまとめさせていただい

たところでございます。こちら、今、御覧い

ただいているページは、前回の審議会でもお

示ししたものと同じでございます。 

 こちらは、毎月調整会議を開催した上で優

先利用を決めまして、その上で空き枠をシス

テムで予約できるようにしているという新宿

区方式がいいというところで、前回、御意見

をいただいたかと思います。その議論の中で、

オンライン予約システム導入による教職員の

負担感の変化はどうかというところの御質問

をいただきましたので、次のスライドでまと

めさせていただいております。 

 オンライン予約システム導入５区の聞き取

りの結果なのですけれども、教職員の負担感

の変化といたしましては、事務が効率化され

たとか、副校長先生の調整が電子化されるこ

とによって負担軽減につながったというお話

をいただいております。足立区でオンライン

システムを導入することで同様のメリットが

得られるかなと考えております。 

 また、一方で課題としては、抽選制にした

ことによりまして、団体の希望どおりに活動

できる保証がなくなってしまったこととか、

あとは、利用者と学校がコミュニケーション

を取る機会が減ってしまって、そこから利用

される方のマナーが少し悪くなってしまった

という声もありました。いずれも調整会議を

今後も続けていくことで解消できる課題では

あるかなと考えております。 

 前回、審議会の中で御指摘がありましたけ

れども、高齢者の案内というところにつきま

しては、時間をかけて案内しましたというと

ころの御意見をいただいたりとかもありまし

た。 

 利用申請承認書のペーパーレス化ができな

くて、一部、紙でのやり取りが残ってしまっ

たという事例もありますので、もし足立区で

オンラインシステムを導入するのであれば、

ペーパーレス化を目指したいなと考えており

ます。 

 オンラインシステムの予約につきましては、

課題がありますけれども、負担を軽減するも

のと考えていいのではないかなと思います。 

 説明につきましては以上でございます。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 オンライン化に伴います教職員の負担軽減
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に関しまして、今、御説明いただきました。

この件について、御質問、御意見等はありま

すでしょうか。 

 お願いします。 

○石澤委員 千住ウエストの石澤と申します。

よろしくお願いいたします。 

 ペーパーレス化ができないところがあった

と書いてありますけれども、高齢者などがな

かなか対応に時間がかかるということは当然

ありがちなことだと思うので、時間をかけて

ということだと思いますが、承認書をペーパ

ーレス化できなかった理由というのが何か分

かってきているものがあるのですか。 

○栗原係長 生涯スポーツ担当の栗原と申し

ます。 

 ペーパーレス化ができなかった理由として

は、恐らくになってしまうのですけれども、

学校開放の制度の要綱でしたり規約でしたり、

ルールの中でそういった様式を設けないとい

けないということがあって、そこを変更でき

ないことにはペーパーレス化というのはでき

ませんので、そういったところが障害として

生じたのではないかと推測しております。 

○石澤委員 その規約を変更できないという

のは、その学校独自の問題なのか、それとも、

その自治体の何か役所的なことがあるのか、

どうなのでしょうか。 

○栗原係長 恐らく、役所の共通のルールに

基づいた内容になるかなと。 

○茂木部長 それはちゃんと答えられるよう

に回答を確認してきますので、後ほど郵送で

お知らせするか、次回、明確に答えられるよ

うにさせていただきたいと思います。 

○石澤委員 ありがとうございます。よろし

くお願いいたします。 

 このペーパーレス化というところの部分が、

私の目から見るとすごく学校の負担になって

いるように感じられますので、できれば何と

か対応していただければと思います。 

○二宮会長 ありがとうございました。 

 ほかにどうでしょうか。 

 お願いします。 

○羽住委員 スポーツ推進委員、羽住です。 

 ペーパーレス化ということなのですけれど

も、現状は、ペーパーの裏に利用料の金券を

貼って出しているのですが、その辺も何らか

考えないとペーパーレス化にはできないのか

なと。金券の在り方ということで。 

○原田課長 今、利用券を裏に貼っていただ

いているのですけれども、オンラインシステ

ムを入れる際は、今の新しい施設予約システ

ムに追加して運用するのであれば、キャッシ

ュレス決済も新しいシステムに入っているの

で、そういうものの活用を検討していきたい

思っています。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 いわゆる、紙をなくしていくタイプのオン

ラインディスカッション、予約を可視化させ

るためのポイントと先生たちの負担軽減と、

そして、オンライン決済という、いろいろな

要素が詰まっているので、それぞれに多分課

題があるのではないかなと思います。 

 最初のスマートロックも、恐らくこの辺も、

具体的にどのようにしてやっていくのかとい

うのが、みんなが共有というか、感覚的に共

有しないとディスカッションが難しい部分が

あるかもしれませんので、イメージが何か共

有できるような資料があるといいのかなと思

いました。ありがとうございます。 

 それでは、次の説明を続けてください。 

○原田課長 続きまして、７ページ目を御覧

ください。 

 こちらから、本審議会を通じて御審議いた

だきたい内容につきまして、御説明をさせて

いただきたいと思います。 

 本日、柱の２つ目「登録要件の見直し」と、

柱の３つ目「貸出枠の見直し」につきまして

御議論をいただきたいと考えております。 

 また、次回の議論とさせていただきたいと

思いますけれども、柱の４つ目「罰則規程の

導入」の中で、罰則規程の基準の策定とか、

新たに指導者の質の向上とか、不適切な指導

の未然防止策の検討というのを加えさせてい

ただきました。前回の審議会でへんみ委員か

らも御意見いただきましたとおり、事務局と

して柱４に含めて、そこで議論をしていきた

いと考えております。また、検討の背景とな

りました事件もありましたので、そういった

ところも併せて触れさせていただきたいと思

いますし、今、同時にスポーツ振興課のほう

で指導者の資質向上という意味で、学校開放

団体に向けたコンプライアンスの研修のほう

を計画しているところですので、そういった

ところも併せて状況報告等、次回させていた

だきながら、次回は罰則規程の導入について

御議論いただきたいと考えております。 

 続きまして、スライド、８ページ目を御覧

ください。 

 御議論いただきたい点を具体化させていた

だきました。 

 議論につきましては「登録要件の見直し」
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というところでございます。 

 利用回数、頻度の不公平感解消に向けて登

録要件を見直しまして、区民の方がより利用

しやすくなるような制度にしていく必要があ

るかなと思います。 

 第１回の審議会の中で学区域要件の廃止と

か在住者割合の導入、複数校利用の制度化と

いったところの御意見をいただいております。 

 まず一番上、「学区域要件の必要性」とい

うところで、学校開放というのは、そもそも

地域密着の事業であるとか、１回目の審議会

で御意見がありましたとおり、車での来校に

よる迷惑駐車の防止の観点からは、学区域要

件というのは、今のまま維持すべきではない

かという考えで私どもも今いるような状況で

す。 

 続きまして、「在住者割合の導入」につき

ましてです。 

 区内団体の利用機会を優先するというとこ

ろを考えますと、構成員の過半数が在住・在

勤・在学であることを新たな要件として加え

たいと考えております。 

 また、次に「複数登録利用の制度化」につ

きましてです。 

 こちらも、第１回のほうで羽住委員から、

複数校利用以前の問題として、複数既にして

いるところ、登録している団体の精査の御意

見もいただいております。事務局としても、

おっしゃるとおりだと思いますので、１団体

１校登録の原則というのを維持しつつ、例外

として複数登録する団体の基準を設けまして、

公平な制度としていきたいと思っております。 

 現在の運用といたしましては、人数が多過

ぎて、例えば体育館の中に何十人もいるとか、

校庭の中にたくさん人がいるというところは、

安全上支障がある場合で、小学生、中学生で

活動が分かれることができるという場合には、

足立区のほうで複数登録を認めているという

ケースが20団体程度、現在もございます。 

 その場合でも、分けて活動すると決めて登

録していただいた以上は、その団体間での行

き来ということは禁止としております。この

運用上も認めているところとか、今後基準を

しっかり明確にしていきたいというところを

考えております。 

 また、「登録団体数の可視化」による透明

性の向上という点です。 

 予約システムを全校に導入するまでの間、

学校・場所ごとの登録団体数というのは、区

のホームページのほうで公開いたしまして、

空き状況を可視化することで登録校選定の判

断材料を提供できたらと思っております。 

 続きまして、スライド、９ページ目を御覧

ください。 

 登録要件につきまして、他区の比較を載せ

させていただいております。 

 右の表に、区内在住割合を設けている区が

13区ありまして、その中でも５割以上として

いる区が８区ございました。在住・在勤割合

を高めることで地域の方が利用しやすくなる

というメリットがある一方で、現状の団体さ

んが登録要件を満たせなくなるというところ

も課題としてあるかなと思っております。 

 一案ですけれども、５割以上という基準を

出させていただいております。この５割以上

であれば、現在登録されている利用団体さん

は問題なく引き続き利用できる基準かなと思

いまして、この５割というところも含めて皆

さんの御意見をいただきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 それでは、この登録要件の見直しに関しま

して、御意見はいかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○へんみ委員 この在住・在勤・在学者の占

める割合が50％とかと決めている区があると

いうことなのですけれども、これは確認はど

こまでしているのですか。例えば、出てきた

書類で、全て本当に在住なのか在勤なのかと

いうのは、確認をして運用しているのですか。 

○茂木部長 基本的には、地域学習センター

もそうなのですが、名簿を出してもらうとこ

ろに在学とか在勤とかと書いてあって、基本

は自己申告のみでの確認になります。 

○へんみ委員 そうすると、あまり意味がな

いような気がするのです。本当に使いたい人

だと、住んでいると適当に書いてしまえば分

からないという話ですから、そこのチェック

がないと意味があるのかなという気はするの

です。 

○茂木部長 確かに性善説に立っている反面、

今、何百という団体の、その人たちの裏づけ

を全部取るというのも、事務局としては非常

にハードルが高いので、そこがやはり悩まし

いところではあります。委員のおっしゃると

おりだと、そこは思います。 

○へんみ委員 そういうことがあるから、足

立区も、今、確認はしていないという状況だ

と思うのですけれども、これも先ほどと同じ

ように、ほかの区はどういう運用をしている

のかというのは調べていただいたほうがいい
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のかなと思います。 

○原田課長 ありがとうございます。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○山﨑委員 スポーツ協会の山﨑です。 

 教えていただきたいです。８ページのとこ

ろに「複数登録利用の制度化」と書いてあっ

て、複数団体登録した場合は、１つのクラブ

が２校とか３校に登録した場合ということで

読み取っていいのですか。 

○原田課長 はい。おっしゃるとおりです。 

○山﨑委員 ありがとうございます。 

 もしそうだったら、それぞれの、Ａ校、Ｂ

校、Ｃ校で登録した同じクラブでも、そこに

登録した使う人たちしかできない、横の移動

はできないよというような決まりにしたいと。 

○原田課長 そうです。行き来は禁止したい

と思っています。 

○山﨑委員 続けていいでしょうか。 

 私などはバレーボールの関係なのですけれ

ども、中学生とか高校生は自分の学校の体育

館でいっぱいできますよね。小学生のクラブ

は、バスケとかバレーとかは、やはりクラブ

チームなのです。１つのチームが１週間に１

回の練習だと、ある程度うまくもならないし

強くもならない。ですから、そういうところ

は２校とか３校、複数登録をしていただくと

いうのはすごくいいことだと思うのですけれ

ども、これをやっても、やはりそこのところ

に練習に行ってしまうのではないかなと思い

ます。逆に、練習をさせてあげたいというの

が本音です。だから、この規定というのは個

人的にはあまり賛成はできないという意見で

す。 

○二宮会長 お願いします。 

○茂木部長 御意見、どうもありがとうござ

います。 

 これは、区としては、今までイレギュラー

でやっていたのをルール化ということで、一

つの提案で、どうしてもこれではないと駄目

だと今思っているわけではなくて、今言った

山﨑委員のような忌たんのない御意見を、で

きればこの中でいただきたいと思っています

ので、参考にさせていただきます。どうもあ

りがとうございます。 

○山﨑委員 ありがとうございます。 

○二宮会長 吉野委員、お願いします。 

○吉野委員 弘道第一小PTA会長、吉野です。 

 登録要件という話なのですけれども、逆に

言うと、登録している団体がものすごくあっ

て、今回、うちの小学校は来週周年行事なの

ですけれども、地域の登録団体というので招

待を出すと言っているけれども、結局、幽霊

団体みたいな、登録はしているけれども活動

していないみたいな団体は多々あるのです。

だから、逆に言うと、この登録要件ももちろ

んこれは大事なのですけれども、登録してい

るけれども動いていない団体を、自動的に削

除ではないですけれども、例えば３か月間全

く活動をしていないとか、ある程度基準を決

めたところはもう自動的に、登録は駄目とし

たほうが新しい登録も入りやすくなるのかな

と思いました。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 飯ケ谷委員、お願いします。 

○飯ケ谷委員 今、うちの学校もちゃんと抽

選とかをしているのですが、人数もちょうど

よく、ダブルブッキングになっていないので、

結構早く会議も終わっているのですが、１つ

だけ問題があります。バレーボール団体など

で毎週毎週一生懸命そこで練習をしてるけれ

ど、たまに、よそのチームさんと練習試合が

したいということがあるのです。今の要件だ

と、それは駄目と。 

○羽住委員 いや、そんなことはないでしょ

う。 

○飯ケ谷委員 そのように聞いています。私

はバレーボールではないので分からないので

すが。 

 でも、前はなあなあで連絡なく練習試合と

いうことでやったんだというのがあったけれ

ど、最近、私もうん十年やっていて初めて聞

いたのですが、そういう場合は特別に、学校

開放ではなく、学校のほうに申請をして、手

続きをすると。 

○茂木部長 学校施設使用許可みたいなもの

で、学校開放事業の枠外でやっているという

ことなのですね。 

○飯ケ谷委員 そうです。 

○羽住委員 練習試合じゃなくて大会。 

○飯ケ谷委員 いや、連盟に入っていないの

で、大会とかではなくて、お隣同士との練習

というときも、それをちゃんと学校に今は出

していただいて承認をいただいているという

形なのです。種目上、相手がいて得点を競う

ものは、自主練習ばかりでは十分でないので、

連盟などに入っていない大人のチームで試合

に出るほどのレベルではない場合、近くのチ

ームとそういう練習試合がしたいという要望

がとても増えています。そういう場合も、ほ

かの学校に行って練習試合をするのはルール

違反ととらえられますか。 
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○原田課長 まず、練習試合の禁止はしてい

ないです。練習試合、１対１ぐらいの簡単な

交流試合みたいなところまでは許容している

ところです。大会、例えば３チーム、４チー

ムとか集まって１日ここで大会をやりますと

いうところは、今、飯ケ谷委員がおっしゃっ

たみたいに単発利用として申請いただくとい

うようにさせていただいています。 

○飯ケ谷委員 では、１チーム、１チームで

やるぐらいは開放のほうでいいのですね。 

○羽住委員 いいです。 

○飯ケ谷委員 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○山口委員 PTAの山口です。 

 先ほど山﨑委員が言われたものと似ている

のですけれども、今、うちは、新しく団体を

起こそうと割と開放団体が集まってきていま

す。部活などができなくなってきているので、

子どもたちが活動をする場を、部活の練習の

場を、その地域のお母さん方が新しく団体を

登録して、そこでやっていこうという動きが

大きく見られているのですけれども、ただ、

やはり、ほかの地域からいらしている団体と

いうのがいっぱいあってできない。でも、子

どもたちの練習は、やはり毎日やりたいので

す。本当は毎日やりたいけれどもそんなわけ

にはいかないという中で、ほかのところに登

録もできない。そこで活動が二重、三重にで

きないというのは、ちょっと苦しいかなとい

う気がするのです。 

 どちらかというと、ここの施設に関しては

週に１回だよという回数制限のほうが、そう

すると、そういう小学校だったり中学校だっ

たりとか、練習をたくさんしたいよというと

ころは、空いているところをできるだけ探し

て回るということができるのかなと。親御さ

んの協力の下にはなりますけれども、どうし

ても車を出してもらわなくてはいけないとか

とは出てきますが、そうしたほうが、そこで、

月に１回しか、この日しかできないんだよと

いう団体さんとかとぶつからない。だって毎

週やってんじゃんという意見がやはりあるの

です。やっているのに、僕たちはここしかで

きないのだから譲ってくれみたいな。だけれ

ども、子どもたちは練習をしたいという、こ

れを解消できるのには、そちらのほうが考え

方として見てみてもいいのかなと思いました。

いかがでしょうか。 

○二宮会長 事務局、何かありますか。 

○原田課長 御意見、ありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、御意見は分かるなと思

いつつも、例えば、子どもが複数チームに参

加することによって、その子は大会にどのチ

ームで出るのかなとか。 

○山口委員 そのチームが練習場所を転々と

するという考え方です。 

○原田課長 １つの団体が複数の学校を利用

できるようにしたいと。 

○山口委員 そうすると、元からずっとそこ

でやっている、週に１回ないし月に１回しか

練習できないような人たち、移動手段がなか

ったりという人たちとのブッキングで、今、

うちは実際に起きているのです。 

 今、どうやって解消しているかというと、

場所を半分にしましょうという方法で、どう

にかけんかせずに済んではいるのですけれど

も、ただ、お互いに半分しか使えないことへ

の不満はあるのです。練習をいっぱいしたい

チームと交流をしたいチームというのが分か

れていたりとかするので、それが、練習をと

にかくしたいという、その向上心はやはりや

らせてあげたいので、そのチームが何か所に

も登録できるとなれば、別に毎週同じ学校で

はなくても、週３でやりたいときに週３取る

というのは難しいので、ほかの学校に行くと

かというようにして動くことはできないのか

なと思ったのです。 

○原田課長 ありがとうございます。 

○二宮会長 お願いします。 

○羽住委員 今、山口委員から話がありまし

たけれども、学校開放の原則が週１、１単位

というのですか。週１、３時間という原則が

あるのです。それで、学校は、学区域要件が

あって１校ですということなのですけれども、

それを変えていろいろなところを使えるよう

になった場合に、先ほどの一番上にもあるよ

うに、地域の方の優先使用とか、結局車の問

題ですね。そういったところの近隣への迷惑

というところがあるので、区のほうもこうい

った要件を出してきているのですけれども、

その辺を皆さんで検討する意義はあると思い

ます。 

 クラブによっては少人数でやっているとこ

ろ、先ほど出ましたように１クラブで50人、

100人いる団体があると思います。それです

と、多いところにはいっぱい使える。少人数

のところは少ししか使えないとか、そういう

懸念も、この複数校登録では出てくるのかな

と逆の意味合いでは。そういう不公平感が出

るのかなという気もしてならないです。 
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 以上です。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○飯ケ谷委員 今、羽住会長がおっしゃった

ように、まず私の考えでは、学校の空き枠で

利用団体が競技をやるのは難しいだろうとい

うのがずっとあります。やはり、競技をやる

としたら、週２回も３回も練習しないと大会

では戦えない。そういう方たちは、本来、各

地域にある体育館で練習するほうが良い。足

立区は、結構、地域にちゃんと体育館ができ

ているので、そこを御紹介するのですが、や

はりそこも、既にそういうところが押さえて

いて空きがないという状態ではあるようなの

です。やはり学校は、大会を目指す人も高齢

者も、学校の近くの方が唯一スポーツのでき

る場所として、学校が優先、次は学校の部活

が優先、次に空いているところを地域のみん

なでお借りして楽しく運動していこうという

場所だと私は捉えているので、勝つためにと

か、いっぱいやらせてあげたいというのは難

しい面があります。今、足立区もいろいろな

新しい施設、うちのほうなのですが。 

○茂木部長 どこでしょうか。高野ですか。

スポーツパーク。 

○飯ケ谷委員 すごく豪勢で、お風呂屋さん

もできるらしいのですけれども、そういうと

ころであれば、本当にいい環境でサッカーが

できたり、私のところでやっているサッカー

団体や、バレーボール団体は、あちらができ

たら近いのであちらに行きなというように今

御案内しているところでございます。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 様々な意見が出て、なかなかまとまりそう

でもないのですけれども、山口委員がおっし

ゃった、今の部活動の地域展開に合わせて誕

生するクラブというのは、やはり想定してお

かなくてはいけなくて、これが従来の学校の

部活の時間に多分できなくなるのだろうと思

うのです。つまり、後ろの時間帯にやってく

る可能性がある。子どもたちが一回帰宅して、

そして、特にチームスポーツの場合は、少子

化ですから、一定のところに複数校集まって

練習するというスタイルが多分常態化してく

るだろうと。そのときに、その枠も考えてお

かなくてはいけないと。その団体は、区が認

定するクラブになりますので、認定クラブの

扱い方を、多分、他部署と連動しなくてはい

けない。学校開放が多分かなり複雑になって

くることが予想されるので、早めに情報収集

をして、そこの部分をやっていかなくてはま

ずいなと。 

 一方で、委員がおっしゃったように、高齢

化も一方で進んできて、歩ける範囲が狭まっ

て、近隣でやらなくてはいけない部分ですね。

これは、公民館も含めてですけれども、様々

な形のプログラムを実施する中で、この学校

開放が狙っていくところはどこなのかという

ところを明確にしないと、落としどころが見

つからなくなってしまうという感じがいたし

ました。ありがとうございます。 

 また次もありますので、進めたいと思いま

す。 

 それでは、次の資料の説明をお願いいたし

ます。 

○原田課長 ありがとうございます。 

 それでは、スライド、10ページ目から、議

題の２のところの貸出枠の見直しについて御

説明をさせていただきたいと思います。 

 先ほども少しお話がありましたけれども、

１つでも多くの団体に御利用いただくという

ところから、貸出枠を細分化する案を第１回

の審議会で提示させていただきました。その

際、浅香委員のほうからも、利用調整に係る

スポーツ推進委員さんの負担を考慮しまして、

できる限りシンプルな制度がいいのではない

かというところの御意見をいただいておりま

す。 

 委員御指摘のとおり、現在の紙での調整の

やり方ですと、細分化による負担というのが

単純にどんどん増えていってしまうというと

ころがありますので、オンライン予約システ

ム導入校について、貸出単位を細分化して、

利用調整の際に、活動日、曜日の区別とか時

間の対応を調整しまして具体的な申請を各団

体にオンラインで入力するという形が妥当か

なと考えております。利用希望日の全てを調

整するというわけではなくて、曜日と時間帯

だけを調整するということを考えています。 

 これが、多くの団体で、活動曜日・時間と

いうのが、大体、毎週水曜日のこの夜はここ

の団体がみたいな形で決まっていることが多

いので、イレギュラーな利用希望がもしあり

ましたら、この日は試合がしたいのでこの時

間を譲ってくださいとか、団体間の調整をし

ていただいて、双方合意した上でオンライン

で予約していただくという形で対応できるか

なと思っております。 

 導入に当たりましては、６つの地域ブロッ
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クからモデル校の試験運用というのを経まし

て、大体３年ぐらいかけて段階的に全校展開

はしていきたいかなと考えております。 

 次に、体育館の半面利用についてでござい

ます。 

 こちらも、オンライン予約システムの導入

に合わせて自由に選択できるような制度にし

ていきたいかなと考えております。 

 デメリットのところとして書かせていただ

いておりますけれども、安全管理面というと

ころで、団体間の相互理解が必要となってお

ります。ネットの仕切りみたいなのがあるわ

けではないので、うまく安全を管理しながら

お互いにやっていくという必要が出てくるか

なと思います。 

 調整会議で意思疎通というのをしていく必

要性が残りますけれども、そこは現状の運用

と変わりませんので、そこまで大きな問題で

はないかなと思っております。 

 また、利用枠の細分化後の利用料金につき

ましては、また別途検討していく必要がある

と考えております。 

 続きまして、11ページ目を御覧ください。 

 貸出単位についての他区の比較を載せさせ

ていただきました。 

 真ん中に記載のあります２時間から４時間

で１単位として、当区と同じように４枠程度

の区分で貸出ししている区というものが12区

ございます。一方で、時間単位を設けなくて、

30分とか１時間とかでも利用できる、申請が

できるという区も９区ありました。 

 オンライン予約システム導入後は、空いた

時間や隙間を利用者自身が見つけて追加で申

請するということが可能になるので、時間を

細分化したほうが、より、それぞれ希望に沿

った時間を利用できるのではないかなと考え

ております。 

 説明につきましては以上でございます。 

○二宮会長 ありがとうございました。 

 貸出枠の見直しについて、今、説明があり

ました。御意見等はいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○羽住委員 貸出枠は、今、３時間になって

おりますけれども、中学校では、それこそ、

今、まだ部活動を学校でやっていますので、

実際に使える時間が７時になってしまうと。

夜間は、本来は６時からの貸出しということ

ですから。そういったところもあるので、１

時間単位というのは、利用者にとっては料金

負担の関係でいきますといいことなのかなと

思います。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○田口委員 委員の田口です。 

 シンプルに質問なのですけれども、体育館

半面利用の制度化のところで、デメリットで

ネットの仕切りがないと伺っているのですけ

れども、私がもともといた小学校も中学校も、

ネットの仕切りはあったなという印象があっ

て、ない学校ももちろんあると思うので、そ

ういうオンライン予約システムの導入に当た

って、学校ごとでネットがあります、ないで

すというのを明確化して、半面利用するとき

に、例えば、バスケとかは球技ではないです

か。ネットがないと危ないと思うのです。私

も学校の中で部活で半面で使っていたときと

か、結構ボールが飛んできて危なかったりす

るのがあるので、そういう半面利用の制度化

をするのであれば、既に予約している団体が

一体どういうことをやるのか、バスケをやる

のだったらバスケをやりますよと出しておけ

ば、後から予約する団体さんとかは、球技、

危ないんじゃないかみたいな感じで、半面を

使いたいけれども球技をやるから避けようだ

ったり、配慮がもっとうまくいくのではない

かなと思いました。 

 以上です。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○櫻井委員 同じく委員の櫻井です。 

 私もデメリットのところで質問なのですけ

れども、あまりうまく想像できていないので

つたない質問になるのですが、この利用調整

の負担が増えるというのは、前回のことを思

い出す限りだと、新宿区を参考にもしやるの

だとすれば、調整会議で先に優先利用を決定

して、その後は全部システムでやるみたいな

ことだったと思うのですが、ということは、

ここのデメリットの負担が増えるというのは、

優先利用枠の話し合いが大変になるという意

味ですか。 

○原田課長 そもそも、システムを入れれば

これも解決できるのではないかなと思ってい

て、システムが入っていない状態の今の紙で

全部やるのだと、利用調整の負担が大変だよ

ねというところがあるかなと思っています。 

○櫻井委員 ありがとうございます。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○へんみ委員 私もネットがないと危ないと

いう話について、これをやるのであれば、全
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校でネットをつけるという方向に行かないと、

ある学校とない学校があるというのは、やは

り安全上、問題だと思いますから、そこは、

教育委員会なりと話し合って、やるのであれ

ば全校でつけるということは必要ではないか

なと思います。 

○二宮会長 私も同じ意見で、つけていない

ところは、まずは半面利用をさせないほうが

いいというのが１点です。つけてもらうとい

うのが２点目。そして、つけないと、けがも

そうなのですけれども、破損等があった場合

の責任論にも転換していくので、２団体のど

ちらなんだみたいなところで、しっかり分け

るということは多分大事だと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○浅香副会長 興本扇学園、浅香です。 

 今度、調べていただきたいのですが、１時

間単位の利用というところが実際にどのぐら

いあるのか。個人的な感覚だと、例えば、時

間の15分前に集まりました、開けました、必

要な人は着替えとかをします。ネットを張り

ます、何とか準備します。でも、15分ぐらい

前までには片づけなくてはいけない。実質30

分から40分程度というような場合もあるので

はないかなと。 

 でも、それでも、卓球とかだったらすぐで

きるからとか、そういうような、実際の具体

でこんな活用をしているという情報を聞いて

判断するほうの選択肢も与えていただいたほ

うがいいのではないかなと。競技とかそうい

うものによって必ずしも１時間というのが適

しているのかなと思うと、部活とかを指導し

た感覚だと、１時間の活動は大変だよなと思

います。また、検証等をよろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 議題２の意見交換については以上とさせて

いただきます。 

 それでは、今後のスケジュールについて、

事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○原田課長 スライド、最後の12ページ目を

御覧ください。 

 御審議、どうもありがとうございました。

次回の第４回につきましては、柱４の罰則規

程の導入のテーマを御審議いただきたいと思

っております。登録取消しというところが一

応あるのですけれども、それ以外の罰則基準

の策定とか、あとは、指導者による不適切な

指導の事案を御紹介させていただいて、未然

防止に向けてどういった対策が取れるのかと

いう御意見をいただきたいと思っております。 

 また、第５回では、各会の振り返りを行っ

た上で、答申に向けたまとめの御議論をいた

だきたいと思っております。 

 あと、資料とは別でもう一点だけ御意見を

いただきたいことがありまして、資料がなく

申し訳ないのですけれども、各校開放の中で、

校庭でのスパイクの利用ができないのかと。 

○茂木部長 野球です。 

○原田課長 御意見をいただくことがありま

して、学校からすると、土がえぐれてしまっ

たり凹凸ができるというところで、そこに雨

がたまったりすると水たまりができてしまっ

たり、学校の教育活動に影響が出てしまうと

いうところで、区としても今は認めていない

ような状況でございます。 

 実際に、今年度、うちのほうで学校にアン

ケートを取らせていただきました。その結果、

小学校では６割、中学校は４割の学校が、こ

のままルール改正というかスパイクを認める

ことに対しては反対ですという御意見をいた

だいています。 

 どういった理由かというと、先ほどの教育

活動に影響が出るというところもありますし、

あとは、学校開放の利用団体、自主管理校が

あったと思うのですけれども、誰も見ていな

い、その団体の責任で利用している中で、ど

こまで原状復旧してくれるのかどうかという

ところが心配という御意見がありました。 

 なので、現段階ではアンケートを取らせて

いただきましたけれども、区としてはスパイ

クの利用というのはこのまま認めるという段

階までには至っていないのかなということを

考えているのですが、そうはいっても希望さ

れている方も多いですし、御意見の中では、

ほかの自治体だと学校でスパイクが使えると

かそういった御意見もいただいたりするので、

引き続き検討は必要なのかなと思っています。

そういったところで、皆様の御意見をいただ

きながら考えていきたいところではあるので、

急な御提案で申し訳ないのですけれども。 

○茂木部長 ちょっとだけ補足すると、そん

な声がスポーツ振興課のほうに寄せられて、

これは予定されている審議の項目ではないの

ですが、ざっくばらんに、皆さんに入ってい

る情報だとか感覚的なところの御意見があれ

ばアドバイスをいただければなと思って、突
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如、原田のほうで振らせていただきました。

何か御意見があれば、ぜひ聞かせていただけ

ればと思います。 

○二宮会長 では、吉野委員、お願いします。 

○吉野委員 委員の吉野です。 

 僕は子どもが野球をやっていたので、芝生

のところはスパイクは駄目というのは当たり

前で過ごしているので、それは現状維持で全

然いいと思います。 

 あと、もう一つ、会長をやっていて、例え

ば運動会とか持久走とか、保護者の方が観覧

に学校に来るときも、ヒールがとがっている

とか、今、ビデオカメラでこういう杖みたい

ので立てるのとかも全部注意して回っている

のです。注意して回るのがなくなるのは楽は

楽なのですけれども、そこを許してしまうと

何でもかんでもよくなってしまう感じがする

ので、その辺に関しては、少年野球の中では、

芝生はスパイク駄目というのは浸透している

話なので、スポーツ振興課のほうに来た意見

は、駄目とは言わないですけれども、言うこ

とを聞きなさいというのが僕の考えです。 

○茂木部長 ありがとうございます。 

  

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○山口委員 中学校PTA、山口です。 

 私は、どちらかというとスパイクは反対で

す。やはり、小学校も中学校もグラウンドが

砂ではないところも増えていて、うちは砂で

すけれども、砂のところは、今度は手入れが

物すごく大変なのです。学校のほうで、全部

が全部手が回らないというところで、PTAの

ほうで手伝わせていただいたりとかもするの

ですけれども、草を一本抜くだけで穴が空い

てしまって、そこからというものすごい苦労

が伝わるので、主事さんとかが物すごく頑張

ってくださって手入れしてくださって、子ど

もたちが運動できるようにしてくれていると

いう、そこに、自転車の轍もウッとなるので

す。なので、やはりスパイクはちょっとなと

いうのは思います。 

○茂木部長 どうもありがとうございます。 

○二宮会長 どうぞ。 

○石澤委員 千寿双葉小学校も人工芝を貼り

替えたばかりなので、そこをぼこぼこにされ

るのは、多分忍びないと思いますけれども、

幸い千住地域なので荒川土手がすぐ近くにあ

るから、どうしてもスパイクを使いたかった

ら土手でやればいいかなと私などは思います

が、学校であるということが第一なので、そ

れがやはり中心にならないと。お気持ちは分

かりますけれども、私もそのままがいいと思

います。 

○二宮会長 ほかに。 

 お願いします。 

○岡井委員 土のグラウンドとか、そういう

基準で分けるということはできないのですか。

土ならオーケー、人工芝と天然芝は駄目とか

というように。 

○原田課長 芝生はやはり難しいと私どもも

思っています。もし、万が一認めるなら土だ

けかなと思っています。それでも、ハードル

が高いところもあります。 

○岡井委員 中学校の部活はスパイクを履い

てやっているのですよね。野球部は。 

○茂木部長 やっているとは聞いています。 

○岡井委員 私はソフトボールをやるのです

けれども、中学校でやるときは、確かではな

いですけれども、スパイクはオーケーですと

いう学校も。 

○茂木部長 どこだか分からないのですが、

一部の中学校では、野球部が、スパイクも鉄

の刃というのですか、あれで部活をやってい

るからいいよという学校も幾つかあるとは聞

いたことがあります。 

○岡井委員 それは自主判断ですか。 

○茂木部長 すみません。現場を確認してい

ないのですけれども。 

○岡井委員 プレーする側からいうと、先ほ

ど言った、学校は教育の場というのがあるの

ですけれども、やはりスパイクを履いていな

いと危ない。野球をされていると分かると思

いますけれども、スパイクを履かないと危な

いプレーはありますよね。滑ったりとか。 

○吉野委員 逆に子どもは人工芝、滑って楽

しんでいます。子どもなので。滑れるみたい

な。 

○岡井委員 栗原北小学校は土なのですけれ

ども、連合運動会を人工芝の学校でやると、

やはり慣れていない部分もあって軟らか過ぎ

るのも危ない。何がスポーツにとって一番い

い環境なのか、やっている側も分からないの

ですけれども、その、やる場所に合わせたス

ポーツスタイルにするしかないと思うのです

が、土に関して言えば、やはりスパイクを履

いたほうが、けがのリスクは減るのではない

かと。金具は危ないのでポイントのスパイク

ならオーケーとか、プレーする側としては、

スパイク可としていただけると助かります。

その分、個々の意識だと思うのですけれども、

我々も終わった後、必ずバッターボックスと
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マウンドのところは入念に土の手入れを。ト

ンボはやるようにしているので。多分、穴が

開いて水がたまるとか、そこに子どもが足を

踏み入れくじいたりとかするというのが一番

の問題点だと思うのですけれども、できれば、

土に関して言えばオーケーにしていただける

とありがたいなと思います。 

○茂木部長 御意見、ありがとうございます。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○羽住委員  

 切り分けとしては、競技スポーツは区の施

設、スポーツ施設を予約して取ってください。

生涯スポーツ、いわゆる、みんなで楽しんで

やるスポーツ、それは学校でやってください

とか、そんな形でやれば、多分スパイクだと

かはやらなくても、そういう話は。そのよう

に決めてしまってもいいのかもしれない。分

からないですけれどもね。 

○茂木部長 そういう説明が必要だというこ

とですよね。今のような。 

○岡井委員 定義が必要ですね。 

○羽住委員 区の施設だったらいいですね。

幾らほじくったって。ほじくってはいけない

けれども、野球場でね。 

○茂木部長 変な話、上沼田の野球場であれ

ば、スパイクで掘ったって、終わった後、な

らすのが基本ですし、そうするための場所だ

とは思いますので。 

○羽住委員 区の施設を利用してくださいと。

同じ範疇かもしれないですけれどもね。 

○二宮会長 ほかに。 

 お願いします。 

○へんみ委員 今、実際にスパイクを使って

いる学校があるということなので、そのスパ

イクを使っている学校で問題は起きていない

のかというところがまず分からないと、判断

しにくいかなと思うのです。使うにしても、

ちゃんとその後整備しないと、その後は利用

はして駄目だよとか、何かしらルールをつく

るにしても、現状把握というのがないとルー

ルづくりも難しいのかなと思います。 

○茂木部長 そういった意味でいくと、アン

ケートを取ったときに、どこという学校は書

いていなかったのですが、中学校で使わせて

います。終わった後、ちゃんと元に戻してお

いてくれればいいですみたいなことが書いて

あったのです。仮にそのようにすると、最後

の整備をルール化するとかですかね。だから、

そういうところに行きつくのかなとは感じた

ところです。 

○へんみ委員 僕自身も少年野球をやってい

たので、スパイクがあったほうが競技しやす

いなというのは実際思うのですけれども、た

だ一方で、私の母校の東綾瀬中学校が足立区

で初めて中学校を芝生化しましたけれども、

それによってなかなかやりにくくなったなど

という話もありますし、中学校でも芝生化が

進んでいくということを考えると、統一した

ルールがないと混乱する部分もあるのかなと

思います。 

○茂木部長 ありがとうございます。 

○岡井委員 芝生化されている中学校には野

球部はあるのですか。 

○羽住委員 ないです。ないからそうしたと

聞いています。 

○岡井委員 ないから芝生化されたのですか。 

○羽住委員 今後もないと。 

○岡井委員 逆に言うと、ある学校は芝生化

できないということですか。 

○羽住委員 そう思います。 

○山口委員 ただ、土でも。やはり野球部は

難しいのです。人数が多いので、野球部、サ

ッカー部に関しては結構減っている学校とい

うのが多いのです。中学校に関して部活自体

がどんどんなくなっているのです。 

 本当はチームスポーツなので推奨したいの

ですけれども、ないというのが現状なので、

そうなっていく中で、大人はスポーツをやり

たいからスパイクをと言われてしまうと、先

生たちが納得できないのも分かってしまうか

なと思います。 

○茂木部長 ありがとうございます。 

○二宮会長 論点をどこに置くのかによって、

これは大分。 

○茂木部長 すみません。こちらも整理しな

いでいきなり広げてしまったので、話が広が

ってしまいましたけれども。 

○二宮会長 少なくとも野球のスパイクが悪

いという議論にはならないですから、野球の

スパイクは当たり前で、それは別に、いいも

悪いもなく当たり前のことなのですけれども、

要は、今、出てきている学校という施設の性

質と、それから、芝生という状態との中での

維持の問題ですよね。そこでどういうルール

が必要かという話で運用していかなくてはい

けないということだと思います。 

 その出てきた御意見の質も私も分からない

ので、何とも言えないところがありますが、

ただ、子どもたちにけがとかがないようにい

い状態にしていくのが多分第一だと思います

ので、その観点から、もし次回以降、ディス
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カッションがあれば進めていってもいいかな

と思いますし、この委員会から何らか附帯事

項として出してもいいのかなと思いました。

ありがとうございます。 

○茂木部長 先生、まとめていただきありが

とうございます。 

○二宮会長 そういうところで、御意見をい

ただきましてありがとうございました。 

 皆様、今日御発言されていない委員さんも

いらっしゃいますけれども、何か最後に付け

加えることとか御意見とかは大丈夫ですか。 

 ありがとうございます。 

 この後、また事務局のほうで、今日出た意

見をまとめていただいて、次の審議会に向け

てまた整理のほうをお願いできればと思って

おります。 

 それでは、本日の審議はこれで終了いたし

ます。事務局から事務連絡をお願いいたしま

す。 

○栗原係長 では、事務局より連絡事項がご

ざいます。 

 本日の会議記録になります。会議記録がま

とまりましたら、本日御参加いただいた委員

の皆様に会議録の案をお送りいたしますので、

御確認、加筆・修正などをお願いいたします。

その後、二宮会長に最終確認をお願いした上

で会議録を確定いたします。本日いただきま

した御意見を事務局のほうでまとめさせてい

ただきまして、次回の議論に生かしていただ

こうと思います。 

 また、次回の開催は３月12日の木曜日、午

後２時から４時を予定しております。事務局

から後日通知をお送りしますので、よろしく

お願いいたします。 

 それから、車でお越しの方は駐車券をお渡

しいたしますので、出口付近の係員、私のほ

うにもその旨をお伝えいただければと思いま

す。 

 それでは、こちらをもちまして、第３回

「足立区学校開放事業審議会」を終了いたし

ます。本日は御出席いただき誠にありがとう

ございました。今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。 

○茂木部長 皆様、貴重な時間をどうもあり

がとうございました。 


